
ア．元となる統計 イ．基礎率設定の際に使用した
他のデータ

ウ．設定方法 エ．推計における使用方法 オ．年度等により用いる率を変えている場
合、その方法

カ．前回との変更点

加入年齢分布率 厚生年金
国共済 動態統計調査  （使用年度：平成14年度）

  性別・年齢別の新規加入組合員数及び標準報酬
月額

性別・年齢別に直近年度の新規加入組合員
数から発生割合を作成し、その加入組合員に
かかる標準報酬月額の平均を作成

新規加入者数に乗じて年齢別の
新規加入者数及びその標準報酬
月額を算出

前回財政再計算使用年
度：平成９年度

地共済 新規加入者（平成12～14年度の状況により算定） 特になし 男女別に新規加入者の加入時年齢別の分布
率を求め、それを補整した

各年度の新規加入者数に、この率
を乗じることで、各年齢の新規加
入者数を算出した

特になし 前回使用統計（平成7年
度～平成9年度）

私学共済 性別、初任年齢グル－プ別（平成15年度末） 平成14年度の65歳から69歳への
適用拡大導入時の影響に配慮し
平成15年度末実績から作成

新規加入者数に分布率を乗じるこ
とにより初任年齢グル－プ別に振
分け。初任年齢に加入年数を加え
たものを年齢としている。

性別に作成

国民年金
総脱退力 厚生年金 被保険者種別・年齢別　被保険者数（平成10～13

年度末）
被保険者種別・年齢別　再加入者数（平成11～13
年度）
被保険者種別・年齢別　新規加入者数（平成11～
13年度）

被保険者種別・年齢別に３年度平均で捉えた
年度中脱退者数（前年度末の被保険者数に
当年度中の新規加入者数及び再加入者数を
加え当年度末の被保険者数を控除したもの）
を年度平均被保険者数で除したものを平滑化

前年度末の被保険者数から当年
度中の総脱退者数を推計

国共済 動態統計調査  （使用年度：平成12～14年度）
  性別・年齢別の年度末組合員数及び年度間の性
別・年齢別の総脱退者数

性別・年齢別に３年度平均した年度中総脱退
者数を年度間平均組合員数で除したものを平
滑化

組合員数に乗じて脱退者数を算
出

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度

地共済 現在者（平成12～14年度の状況により算定）
脱退者（平成12～14年度の状況により算定）

男女別に年齢別の脱退率（粗率）を求め、そ
れを補整した（最小二乗法、グレヴィル4次5項
補整）

各年度の組合員数に、この率を乗
じる事で、各年度の各年齢の脱退
者数を算出した

前回使用統計（平成7年
度～平成9年度）

私学共済 性別、初任年齢グル－プ別、加入年数別（平成15
年度、全数統計）

粗整値は加入当初に顕著な特徴をもちその
曲線もスムーズであることから、原則的に粗整
値を使用。粗整値が使用可能な加入年数以
降については、二次関数により補正したものを
加味して作成。初任年齢に幅があることから、
各初任年齢グル－プにおける70歳到達年数
を考慮している。

前年度末の加入者数から当年度
の総脱退者数を算出

性別に作成するとともに、
粗整値作成のもととなる
統計を平成8年度から10
年度までの３年平均から、
平成14年度の65歳から69
歳への適用拡大導入時
の影響に配慮し、平成15
年度１年に変更

国民年金 被保険者種別・年齢別　被保険者数　（平成10～13
年度末）
被保険者種別・年齢別　総脱退者数　（平成11～13
年度）

被保険者種別・年齢別に３年度平均で捉えた
年度中総脱退者数を年度平均被保険者数で
除したものを平滑化

前年度末の被保険者数から当年
度中の総脱退者数を推計

（公務外）
死亡脱退力

厚生年金 被保険者種別・年齢別　被保険者数（平成10～13
年度末）
被保険者種別・年齢別　死亡による被保険者資格
喪失者数（平成11～13年度）

生命表 被保険者種別・年齢別に３年度平均で捉えた
年度中死亡被保険者数を年度平均被保険者
数で除したものを平滑化

前年度末の被保険者数から当年
度中の死亡脱退者数を推計

国共済 動態統計調査  （使用年度：平成12～14年度）
  性別・年齢別の年度末組合員数及び年度間の性
別・年齢別の公務外死亡者数

第１９回生命表男子及び女子の
死力

性別・年齢別組合員数を基に第１９回生命表
による死力で予定死亡者数を算出し、予定死
亡者数と実績死亡者数との割合で同生命表
の死力を修正した。

組合員数に乗じて公務外傷病によ
る死亡者数を算出

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度
第１８回生命表

地共済 現在者（平成12～14年度の状況により算定）
（公務等含む）死亡脱退者数（平成12，13，14年度
の実績）

公務等在職死力 死亡脱退者数より、男女別に年齢別の死亡率
（粗率）を求め、それを補整した（最小二乗
法）。その後、公務等在職死力を控除して公
務外在職死力を算出した。

各年度の組合員数に、この率を乗
じる事で、公務外事由による死亡
者数を算出した

前回使用統計（平成7年
度～平成9年度）

私学共済 第19回生命表の死力
平成12～15年度末 加入者数
平成13～15年度 死亡脱退者数

死亡脱退者数について、年央の加入者数に
第１９回生命表の死力を乗じた予定数と実績
値とを年齢トータルで過去３年間比較した結
果、男４５％､女４４％の補整とした。

前年度末の加入者数から当年度
の死亡脱退者数を算出

性別に作成

国民年金 被保険者種別・年齢別　被保険者数　（平成10～13
年度末）
被保険者種別・年齢別　死亡脱退者数　（平成11～
13年度）

被保険者種別・年齢別に３年度平均で捉えた
年度中死亡脱退者数を年度平均被保険者数
で除したものを平滑化

前年度末の被保険者数から当年
度中の死亡脱退者数を推計

（図表5-2-16)　基礎率の設定方法
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ア．元となる統計 イ．基礎率設定の際に使用した
他のデータ

ウ．設定方法 エ．推計における使用方法 オ．年度等により用いる率を変えている場
合、その方法

カ．前回との変更点

公務上死亡脱退力 厚生年金
国共済 動態統計調査及び年金受給権者統計  （使用年

度：平成12～14年度）
  性別の年度末組合員数及び年度間の性別公務
上遺族共済年金の新規発生者数

公務上による死亡者の実績数が少なく年齢別
に作成することが不可能なため、年齢に関係
なく一定率

組合員数に乗じて公務上傷病によ
る死亡者数を算出

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度

地共済 現在者（平成12～14年度の状況により算定）
公務等遺族共済年金新規発生者数（平成12，13，
14年度の実績）

前回の公務等在職死力結果 平成12年度から14年度までの3年間における
地方公務員共済組合の公務等遺族共済年金
の新規発生者の実績等を基礎として求めた
（年齢にかかわらず一定率）

各年度の組合員数に、この率を乗
じる事で、公務等事由による死亡
者数を算出した

前回使用統計（平成7年
度～平成9年度）

私学共済
国民年金

（公務外）
障害年金発生力

厚生年金 被保険者種別・年齢別　被保険者数（平成10～13
年度末）
被保険者種別・年齢別　障害厚生年金新規裁定者
数（平成11～13年度）

被保険者種別・年齢別に３年度平均で捉えた
年度中障害厚生年金新規裁定者数を年度平
均被保険者数で除したものを平滑化

前年度末の被保険者数から当年
度中の障害脱退者を推計

国共済 動態統計調査及び年金受給権者統計  （使用年
度：平成12～14年度）
  性別の年度末組合員数及び年度間の性別・年齢
別公務外障害共済年金の新規発生者数

性別・年齢別に３年度平均した年度間公務外
障害共済年金新規発生者数を年度間平均組
合員数で除したものを平滑化

組合員数に乗じて公務外障害共
済年金の新規発生者数を算出

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度

地共済 現在者（平成12～14年度の状況により算定）
（公務等含む）障害脱退者数（平成12，13，14年度
の実績）

公務等障害発生力 障害脱退者数より、男女別に年齢別の障害発
生率（粗率）を求め、それを補整した（最小二
乗法）。その後、公務等障害発生力を控除し
て公務外障害発生力を算出した。

各年度の組合員数に、この率を乗
じる事で、公務外障害共済年金の
新規発生者数を算出した

前回使用統計（平成7年
度～平成9年度）

私学共済 国共済の障害共済年金発生力
平成12～15年度末 加入者数
平成13～15年度 障害共済年金発生者数

障害共済年金発生者数について年央の加入
者数に国共済の障害共済年金発生力を乗じ
た予定数と実績値とを過去３年間の予定と実
績とを比較した結果、国共済の率の男30％、
女48％に補整

前年度末の加入者数から障害共
済年金発生者数を算出

性別に作成

国民年金
（一般）

性別・年齢別　被保険者数　（平成10～13年度末）
性別・年齢別　新規裁定一般障害基礎年金受給権
者　（平成11～13年度）

性別・年齢別に３年度平均で捉えた新規裁定
一般障害基礎年金受給権者数を年度平均被
保険者数で除したものを平滑化

前年度末の被保険者数から当年
度中の一般障害年金脱退者数を
推計

（２０歳前） 性別・年齢別　新規裁定２０歳前障害基礎年金受
給権者　（平成11～13年度）

性別・年齢別　１０月１日現在推
計人口　（平成１１～１３年）

性別・年齢別に３年度平均で捉えた新規裁定
20歳前障害基礎年金受給権者数を10月１日
現在推計人口で除したものを平滑化

総人口から当年度中の20前障害
年金脱退者数を推計

公務上
障害年金発生力

厚生年金

国共済 動態統計調査及び年金受給権者統計  （使用年
度：平成12～14年度）
  性別の年度末組合員数及び年度間の性別公務
上障害共済年金の新規発生者数

公務による障害共済年金発生者の実績数が
少なく年齢別に作成することが不可能なため、
年齢に関係なく一定率

組合員数に乗じて公務上障害共
済年金の新規発生者数を算出

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度

地共済 現在者（平成12～14年度の状況により算定）
公務等障害共済年金新規発生者数（平成12，13，
14年度の実績）

前回の公務等障害発生力結果 平成12年度から14年度までの3年間における
地方公務員共済組合の公務等障害共済年金
の新規発生者の実績等を基礎として求めた
（年齢にかかわらず一定率）

各年度の組合員数に、この率を乗
じる事で、公務等障害共済年金の
新規発生者数を算出した

前回使用統計（平成7年
度～平成9年度）

私学共済
国民年金

- 162 -



ア．元となる統計 イ．基礎率設定の際に使用した
他のデータ

ウ．設定方法 エ．推計における使用方法 オ．年度等により用いる率を変えている場
合、その方法

カ．前回との変更点

障害一時金発生力 厚生年金
国共済 動態統計調査及び障害一時金発生統計  （使用年

度：平成12～14年度）
  性別の年度末組合員数及び年度間の性別障害
一時金の発生者数

実績発生件数がないことから、０に設定 組合員数に乗じて障害一時金の
発生者数を算出→０

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度

地共済
私学共済 平成13～15年度に発生がなかったため0に設

定
前年度末の加入者数から障害一
時金発生者数を算出→０

国民年金
遺族年金発生割合 厚生年金

国共済
地共済
私学共済
国民年金
（妻）

年齢別　男子1号死亡脱退者数　（平成11年度～13
年度）
夫死亡時年齢別　新規裁定遺族基礎年金（妻）受
給権者数　（平成11年度～13年度）

年齢別に３年度平均で捉えた新規裁定遺族
基礎年金（妻）受給権者数を男子１号死亡被
保険者数で除したものを平滑化

当年度の死亡脱退者数から当年
度中の遺族基礎年金（妻）受給権
者数を推計

（子） 年齢別　男子1号死亡被保険者数　（平成11～13年
度）
夫死亡時年齢別　新規裁定遺族基礎年金（子）受
給権者数　（平成11～13年度）

年齢別に３年度平均で捉えた新規裁定遺族
基礎年金（子）受給権者数（妻なし、第１子）を
男子１号死亡被保険者数で除したものを平滑
化

当年度の死亡脱退者数から遺族
基礎年金（子）受給権者数を推計

（寡婦） 年齢別　男子1号被保険者（１号納付期間と免除期
間の合計が25年以上の者）数　（平成10～平成13
年度末）
年齢別　男子1号待期者（１号納付期間と免除期間
の合計が25年以上の者）数　（平成10～平成13年
度末）
夫死亡時年齢別　新規裁定寡婦年金受給権者数
（平成11年度～13年度）

生命表 年齢別に３年度平均で捉えた新規裁定寡婦
年金受給権者数を死亡被保険者・待期者数
で除したものを平滑化

前年度末の被保険者数から当年
度中の寡婦年金受給権者数を推
計

死亡一時金発生割合 厚生年金
国共済
地共済
私学共済
国民年金 性別・年齢別　1号被保険者（１号納付期間と免除

期間の合計が３年以上の者）数　（平成10～平成13
年度末）
性別・年齢別　1号待期者（１号納付期間と免除期
間の合計が３年以上の者）数　（平成10～平成13年
度末）
性別・年齢別　死亡一時金受給権者数　（平成11年
度～13年度）

生命表 年齢別に３年度平均で捉えた死亡一時金受
給権者数を死亡被保険者・待期者数で除した
ものを平滑化

前年度末の被保険者数から当年
度中の死亡一時金受給権者数を
推計

標準報酬指数 厚生年金 被保険者種別・年齢別　被保険者数（平成11～13
年度末）
被保険者種別・年齢別　被保険者の標準報酬月額
の平均（平成11～13年度末）

ボーナス支給割合 ３年度平均の被保険者種別・年齢別の標準報
酬月額の平均に性・年齢別のボーナス支給割
合を乗じて設定

年齢の変化に伴う賃金の変動を推
計

平成14年度の推計を行う際のみ性・年齢
別のボーナス割合を乗じない標準月額
ベースのものを使用

年齢の変化に伴う賃金の
変動を推計

国共済 動態統計調査  （使用年度：平成14年度）
  組合員の性別・年齢別標準報酬月額

性別・年齢別に基準年齢（18歳）の標準報酬
月額を１として指数化

組合員の標準報酬月額に乗じて
組合員の標準報酬月額の上昇傾
向を算出

前回財政再計算使用年
度：平成９年度

地共済 現在者（平成14年度の状況により算定。） 男女別に、年齢別の平均給料を求め、それを
補整し、指数化（18歳の者の給料を１）した。
（最小二乗法）

各年度、各年齢別の組合員の給
料に、この率を各年齢に乗じる事
で、それぞれの給料の額を推計し

前回使用統計（平成9年
度）

私学共済 性別、初任年齢グル－プ別、加入年数別
平成15年度末
全数統計

年度による一定の傾向がみられないので、直
近３年間（平成１３～１５年度）の年度末実績か
ら、標準給与月額の平均を指数化したものに
より粗整値を作成。基準となる初任年齢グル
－プ１９歳で加入年数0年の者の標準給与月
額を１として指数化、粗整値を可能な範囲で
尊重するとともに、対数関数により補整したも
のを加味して作成

前年度末の一人当たり給与から当
年度末の一人当たり給与を算出

性別に作成

国民年金
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ア．元となる統計 イ．基礎率設定の際に使用した
他のデータ

ウ．設定方法 エ．推計における使用方法 オ．年度等により用いる率を変えている場
合、その方法

カ．前回との変更点

ボーナス支給割合 厚生年金 賃金構造基本統計調査 性・年齢別に年間賞与その他特別給与額をき
まって支給する現金給与額を12倍したもので
除して設定

平成15年度に総報酬制が導入さ
れる際に、標準報酬を月額ベース
から年額ベースに変換する

国共済 標準報酬統計表  （使用年度：平成15年）
  平成15年6月及び9月（定時決定後）の報酬月額
及び平成15年6月の期末手当等の額

性別・年齢別に報酬月額の総額に対する標準
期末手当等の額の割合を作成

組合員の報酬年額に乗じて期末
手当等の額を算出

標準報酬総額に対し０．３
の割合を使用

地共済 平成15年6月における、地方公務員共済組合の組
合員の期末手当等の額および給料の額

男女別に、年齢別の割合を求め、それを補整
した。
但し、低年齢層の下限については、
H15ボーナス支給月数4.4月/12月/1.25＝
0.29334とした。

各年度、各年齢別の組合員の期
末手当等の額に、この率を各年齢
に乗じ、上記の給料額と合算する
事で総報酬額を推計した。

前回は作成せず（今回か
らの新基礎率）

私学共済 性別、初任年齢グル－プ別、加入年数別
平成15年度末
全数統計

総報酬制の導入により、平成15年度末実績か
ら作成

年度末の給与に、年収の対月収
比率とその調整率を乗じ、年度末
の総報酬を算出

性別、初任年齢グル－プ
別、加入年数別に作成

国民年金
年収の 厚生年金
対月収比率調整率 国共済

地共済
私学共済 平成11～14年度　特別掛金額

平成11～15年度　掛金額
平成15年度　賞与分掛金額

年収の対月収比率 年度末の給与に、年収の対月収
比率とその調整率を乗じ、年度末
の総報酬を算出

年収の対月収比率の実績(加入者全員分)
の低下傾向を勘案し、平成16年度の比率
が概ね1.35、以後１年毎に0.01ずつ逓減さ
せ、平成21年度に1.30、以降一定となるよ
うに設定している。

新規作成

国民年金
老齢年金失権率 厚生年金 被保険者種別・年金種別・年齢別　老齢年金受給

権者数（平成10～13年度末）
被保険者種別・年金種別・年齢別　老齢年金新規
裁定者数（平成11～13年度）

生命表 被保険者種別・年金種別・年齢別に３年度平
均で捉えた年度中失権者数を年度平均受給
権者数で除したものを平滑化

前年度末の受給権者数から当年
度中の失権者数を推計

将来推計人口における将来の死亡率改
善と同程度の改善を年度ごとに性・年齢別
に行う

国共済 年金受給権者及び失権者統計  （使用年度：平成
12～14年度）
  性別・年齢別の退職共済（退職）年金受給権者数
及び性別・年齢別の失権者数

第19回生命表
日本の将来推計人口（平成14年
1月推計）

性別・年齢別に３年度平均した年度中失権者
数を年度間平均受給権者数で除したものを平
滑化
失権者の実績数が少ない階層については、
第19回生命表の死亡率を使用

退職共済（退職）年金受給権者に
乗じて失権者数を算出

ウ．の失権率を、性別・年齢別に日本の将
来推計人口の死亡率の改善割合により
2050年度まで改善（2051年度以降は2050
年度と同じ）

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度
第１８回生命表

地共済 年金受給者（平成12～14年度の状況により算定）
退職年金（減額退職年金及び通算退職年金を含
む）失権者（平成12，13，14年度の実績）

第19回生命表
日本の将来推計人口（平成14年
1月推計）

男女別に、年齢別の失権率（粗率）を求め、そ
れを補整した。（最小二乗法）。なお、データ
数の少ない年齢層などについては、第19回生
命表の死亡率を基礎として補整を行った。

退職年金受給権者に、この率を乗
じ、将来の失権者数を算出した

ウ．の設定により作成した失権率と、第19
回生命表の死亡率（2003年度）の比率を、
男女別、各年齢ごとに算出し、この比率を
日本の将来推計人口の死亡率の改善に
伴い、2050年度まで失権率の改善を行っ
た。（2050年度以降は一定）

年度ごとに失権率の改善
を行った。
使用する生命表を新しい
ものとした（第18回→第19
回）
前回使用統計（平成7年
度～平成9年度）

私学共済 第19回生命表
平成13～15年度 退職共済年金消滅者数
平成12～15年度末 退職共済年金者

退職共済年金消滅者数について、年央の年
金者数に第19回生命表の死亡率を乗じた予
定数と実績値とを過去３年間比較した結果、
年齢に応じて男60～95％、女65～95％に設
定。

退職共済年金者数、待期者数に
乗じ消滅者数を算出

年次別に改善を見込んでいる。具体的に
は、平成15年度末基準で作成した消滅率
に、平成15年の将来生命表の死亡率に対
する将来の各年における生命表の死亡率
の割合を乗じることにより改善を見込んで
いる。(将来生命表は「日本の将来推計人
口（平成14年1月推計）」（国立社会保障・
人口問題研究所）のものを使用。)

性別に作成し改善見込む

国民年金 性別・年金種別・年齢別　年金受給権者数　（平成
10～平成13年度末）
性別・年金種別・年齢別　新規裁定年金受給権者
数　（平成11～平成13年度）

生命表 被保険者種別・年金種別・年齢別に３年度平
均で捉えた年度中失権者数を年度平均受給
権者数で除したものを平滑化

前年度末の受給権者数から当年
度中の失権者数を推計

将来推計人口における将来の死亡率改
善と同程度の改善を年度ごとに性・年齢別
に行う
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ア．元となる統計 イ．基礎率設定の際に使用した
他のデータ

ウ．設定方法 エ．推計における使用方法 オ．年度等により用いる率を変えている場
合、その方法

カ．前回との変更点

障害年金失権率 厚生年金 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ
国共済 年金受給権者及び失権者統計  （使用年度：平成

12～14年度）
  性別・年齢別の障害共済（障害）年金受給権者数
及び性別・年齢別の失権者数

第19回生命表 男子は、性別・年齢別に３年度平均した年度
中失権者数を年度間平均受給権者数で除し
たものを平滑化。失権者の実績数が少ない階
層については、第１９回生命表の死亡率を使
用
女子は男子の年齢別失権率に（女子全体失

障害共済（障害）年金受給権者に
乗じて失権者数を算出

ウ．の失権率を、性別・年齢別に日本の将
来推計人口の死亡率の改善割合により
2050年度まで改善（2051年度以降は2050
年度と同じ）

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度
第１８回生命表

地共済 年金受給者（平成12～14年度の状況により算定）
障害年金失権者（平成12，13，14年度の実績）

第19回生命表 男女別に、年齢別の失権率（粗率）を求め、そ
れを補整した。（最小二乗法）。なお、データ
数の少ない年齢層などについては、第19回生
命表の死亡率を基礎として補整を行った。

障害年金受給権者に、この率を乗
じ、将来の失権者数を算出した

特になし 使用する生命表を新しい
ものとした（第18回→第19
回）
前回使用統計（平成7年
度～平成9年度）

私学共済 国共済の障害共済年金消滅率
平成13～15年度 障害共済年金消滅者数
平成12～15年度末 障害共済年金者

障害共済年金消滅者数について年央の年金
者数に国共済の障害共済年金消滅率を乗じ
た予定数と実績値とを年齢トータルで過去３年
間比較した結果、男女ともそのまま使用

障害共済年金者数に乗じ消滅者
数を算出

年次別に改善を見込む。具体的方法につ
いては退職共済年金者消滅率と同様

性別に作成し改善見込む

国民年金 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ
遺族年金失権率 厚生年金 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ

国共済 年金受給権者及び失権者統計  （使用年度：平成
12～14年度）
  性別・年齢別の遺族共済（遺族）年金受給権者数
及び性別・年齢別の失権者数（性別は死亡した組
合員の性別により区分）

第１９回生命表
日本の将来推計人口（平成14年
1月推計）

男子は、性別・年齢別に３年度平均した年度
中失権者数を年度間平均受給権者数で除し
たものを平滑化
女子は第19回生命表による死亡率で予定死
亡者数を算出し、予定死亡者数と実績死亡者
数との割合で同生命表死亡率を修正した率

遺族共済（遺族）年金受給権者に
乗じて失権者数を算出

ウ．の失権率を、性別・年齢別に日本の将
来推計人口の死亡率の改善割合により
2050年度まで改善（2051年度以降は2050
年度と同じ）

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度
第18回生命表

地共済 年金受給者（平成12～14年度の状況により算定）
遺族年金失権者（平成12，13，14年度の実績）

第19回生命表
日本の将来推計人口（平成１４年
1月推計）

男女別に、年齢別の失権率（粗率）を求め、そ
れを補整した。（最小二乗法）。なお、データ
数の少ない年齢層などについては、第19回生
命表の死亡率を基礎として補整を行った。

遺族年金受給権者に、この率を乗
じ、将来の失者数を算出した

ウ．の設定により作成した失権率と、第19
回生命表の死亡率（2003年度）の比率を、
男女別、各年齢ごとに算出し、この比率を
日本の将来推計人口の死亡率の改善に
伴い、2050年度まで失権率の改善を行っ
た。（2050年度以降は一定）

年度ごとに失権率の改善
を行った。
使用する生命表を新しい
ものとした（第18回→第19
回）
前回使用統計（平成7年
度～平成9年度）

私学共済 第19回生命表
平成13～15年度 遺族共済年金消滅者数
平成12～15年度末 遺族共済年金者

死亡脱退者数について、年央の加入者数に
第19回生命表の死力を乗じた予定数と実績
値とを年齢トータルで過去３年間比較した結
果、男45％､女44％の補整とした。

前年度末の加入者数から当年度
の死亡脱退者数を算出

性別に作成

国民年金 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ 老齢年金失権率と同じ
有遺族率 厚生年金 年金受給権者１人当たり加給対

象者数割合（老齢年金）
国勢調査
健康保険被保険者実態調査（平
成12、13年）

妻へは国勢調査における配偶関係から有配
偶率を作成し設定、夫へは老齢年金の年金
受給権者１人当たり加給対象者数割合及び
国勢調査における配偶関係から有配偶率を
作成し設定、子については健康保険被保険
者実態調査における子の扶養率から設定

死亡した被保険者または受給権者
の数に乗じることにより、遺族年金
の新規裁定者数を推計

国共済 動態統計調査及び年金受給権失権者統計  （使用
年度：平成12～14年度）
  性別・年齢別の年度末組合員数及び性別・年齢
別の遺族数
  性別・年齢別の年度末年金受給権失権者数及び
失権時の遺族数

男子は、動態統計調査による性別・年齢別の
有遺族率
女子は、動態統計調査による性別・年齢別の
有子率
ただし、高年齢層は、年金受給権失権者によ
る性別・年齢別の有遺族率

組合員及び退職共済（退職）年金
受給権者並びに障害共済（障害）
年金受給権者の死亡者に乗じて
遺族共済年金の受給権を有する
者を算出

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度

地共済 年金受給者（平成12～14年度の状況により算定）
退職共済年金失権者および障害共済年金失権者
（平成12，13，14年度の実績）

男女別に年齢別の有遺族率を求め、それを補
整した（最小二乗法）

退職共済年金受給者及び障害年
金受給者の失権者に、この率を乗
じ、遺族共済年金への転給者数を
算出した。

前回使用統計（平成７年
度～平成９年度）

私学共済 平成14年　人口動態統計
平成15年度遺族数、死亡者数

有遺族率については人口動態統計から求め
た5歳刻みの有遺族率を補完して年齢別に作
成、妻死亡の有遺族率についてはさらに人口
動態統計上の有配偶率と実績における年齢
トータルの有遺族率を比較し、補整している。

死亡した加入者、年金者及び待期
者に乗じて遺族共済年金発生者
を算出。

国民年金
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ア．元となる統計 イ．基礎率設定の際に使用した
他のデータ

ウ．設定方法 エ．推計における使用方法 オ．年度等により用いる率を変えている場
合、その方法

カ．前回との変更点

被扶養配偶者の年齢 厚生年金
国共済 動態統計調査  （使用年度：平成12～14年度）

  性別・年齢別の被扶養配偶者年齢
性別・年齢別に３年度平均した年度末被扶養
配偶者年齢により作成

組合員が扶養している配偶者の年
齢を算出

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度

地共済
私学共済 年齢別

平成13～15年度末
全数統計

加入者、年金者及び待期者の死
亡時年齢に加減(夫死亡の場合は
減算、妻死亡の場合は加算)して
遺族共済年金発生者の年齢を算

国民年金
被保険者であった者と
遺族厚生年金受給権
者の年齢相関

厚生年金 被保険者種別・被保険者であった者の死亡時年齢
別　遺族年金新既裁定者の平均年齢（平成11～13
年度）

３年度平均の被保険者種別・被保険者であっ
た者の死亡時年齢と遺族年金新既裁定者の
平均年齢から設定

死亡した被保険者または受給権者
の年齢から、遺族年金の新規裁定
者の年齢を推計

国共済 動態統計調査及び年金受給権者統計（遺族共済
年金新規発生）  （使用年度：平成12～14年度）
  性別・年齢別の扶養中・外配偶者の年齢及び最
年少者の子の年齢

性別・年齢別に３年度平均した遺族共済年金
新規発生者にかかる遺族年齢により作成

組合員と遺族共済年金受給権者
にこの基礎率を考慮し算出

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度

地共済
私学共済
国民年金
（妻）

被保険者であった者の死亡時年齢別・受給者年齢
別　遺族年金（妻）新規裁定受給権者数　（平成11
～平成13年度）

３年平均の被保険者であった者の死亡時年齢
と遺族年金新規裁定者の年齢から設定

死亡した被保険者の年齢から遺族
年金（妻）の新規裁定者の年齢を
推計

（子） 被保険者であった者の死亡時年齢別・受給者年齢
別　遺族年金（子）新規裁定受給権者数　（平成11
～平成13年度）

３年平均の被保険者であった者の死亡時年齢
と遺族年金新規裁定者の年齢から設定

死亡した被保険者の年齢から遺族
年金（子）の新規裁定者の年齢を
推計

（寡婦） 被保険者であった者の死亡時年齢別　寡婦年金新
規裁定受給権者の平均年齢　（平成11～平成13年
度）

３年平均の被保険者であった者の死亡時年齢
と寡婦年金新規裁定者の平均年齢から設定

死亡した被保険者の年齢から寡婦
年金の新規裁定者の年齢を推計

年金受給権者１人当た
り加給対象者数割合
（被扶養配偶率）

厚生年金 被保険者種別・年金種別・年齢別　受給権者数（平
成12、13年度末）
被保険者種別・年金種別・年齢・続柄別　加給年金
対象者数（平成12、13年度末）

２年度平均の被保険者種別・年金種別・年齢
別年金受給権者数に対する加給年金対象者
数を除したものを続柄別に設定

各年度末の受給権者に乗じること
により、加給年金が支給される者
の数を推計

国共済 動態統計調査  （使用年度：平成12～14年度）
  性別・年齢別の被扶養配偶者数

性別・年齢別に３年度平均した年度末被扶養
配偶者数を年度末組合員数で除したものを平
滑化

組合員数に乗じて扶養している配
偶者数を算出

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度

（障害） 年金受給権者統計  （使用年度：平成14年度）
  性別・年齢別の配偶者及び子の数

性別・年齢別に直近年度の年度末加給年金
対象者数を年度末年金受給権者数で除した
ものを平滑化

退職共済年金（20年以上）受給権
者の配偶者、子供を有する割合を
算出

前回財政再計算使用年
度：平成９年度

地共済
私学共済 有遺族率 (配偶者加給を失権する年齢まで)夫死亡の有

遺族率をそのまま使用
退職共済年金20年以上に対して
乗じることにより対象者数を算出

国民年金
（遺族）
（妻）
（第1,2子）

年齢別　遺族年金（妻）受給権者数　（平成11～13
年度末）
遺族年金（妻）年齢別　第１子、第２子数　（平成11
～13年度末）

遺族年金（妻）の年齢別に３年平均の加給対
象者数を受給権者数で除したものを平滑化

遺族年金（妻）の加給年金額対象
者を推計

（遺族）
（妻）
(第3子～)

年齢別　遺族年金（妻）受給権者数　（平成11～13
年度末）
遺族年金（妻）年齢別　第３子以降の数　（平成11～
13年度末）

遺族年金（妻）の年齢別に３年平均の加給対
象者数を受給権者数で除したものを平滑化

遺族年金（妻）の加給年金額対象
者を推計

（遺族）
（子）
（第2子）

年齢別　遺族年金（子）受給権者数　（平成11～13
年度末）
遺族年金（子）第１子年齢別　第２子数　（平成11～
13年度末）

遺族年金（子）第１子（妻なし）の年齢別に３年
平均の加給対象者数を受給権者数で除した
ものを平滑化

遺族年金（子）の加給年金額対象
者を推計

（遺族）
（子）
(第3子～)

年齢別　遺族年金（子）受給権者数　（平成11～13
年度末）
遺族年金（子）第１子年齢別　第３子以降の数　（平
成11～13年度末）

遺族年金（子）第１子（妻なし）の年齢別に３年
平均の加給対象者数を受給権者数で除した
ものを平滑化

遺族年金（子）の加給年金額対象
者を推計

（障害）
（第1,2子）

年金種別・受給権者年齢別　受給権者数　（平成11
～平成13年度末）
年金種別・年齢別　第１子、第２子数　（平成11～平
成13年度末）

年金種別・年齢別に３年平均の加給年金対象
者数を受給権者数で除したものを平滑化

障害年金の加給年金額対象者を
推計

（障害）
(第3子～)

年金種別・受給権者年齢別　受給権者数　（平成11
～平成13年度末）
年金種別・受給権者年齢別　第３子以降の数　（平
成11～平成13年度末）

年金種別・年齢別に３年平均の加給年金対象
者数を受給権者数で除したものを平滑化

障害年金の加給年金額対象者を
推計
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ア．元となる統計 イ．基礎率設定の際に使用した
他のデータ

ウ．設定方法 エ．推計における使用方法 オ．年度等により用いる率を変えている場
合、その方法

カ．前回との変更点

障害年金の等級割合 厚生年金 障害厚生年金の等級別　障害年金受給権者数（平
成11～13年度末）

３年度平均の障害厚生年金の等級別の受給
者構成割合から設定

障害脱退した者の数に乗じること
により、障害厚生年金の等級別の
新規裁定者数を推計

国共済 年金受給権者統計  （使用年度：平成12～14年度）
  性別の障害共済年金の等級別の新規発生者数

障害共済年金発生の実績数が少なく年齢別
に作成することが不可能なため、年齢に関係
なく一定率

障害共済（障害）年金受給権者に
乗じて障害等級別受給権者数を
算出

前回財政再計算使用年
度：平成７～９年度

地共済
私学共済 性別

平成15年度末
全数統計

実績例数が少ないので年度末における障害
共済年金者の等級割合を使用

障害共済年金発生者数に乗じるこ
とにより等級別に振分け

国民年金 年金種別・性別・等級別　受給権者数　（平成11～
13年度末）

３年平均の等級別割合から設定 障害年金の障害等級別新規裁定
者数を推計

再加入率 厚生年金 被保険者種別・年齢別　新規加入者数（平成11～
13年度）
被保険者種別・年齢別　再加入者数（平成11～13
年度）

被保険者種別・年齢別に３年度平均で捉えた
年度中再加入者数を年度中の新規加入者数
と再加入者数の和で除したものを平滑化

当年度中に新規加入または再加
入する者の総数から再加入する者
の数を推計

国共済
地共済
私学共済
国民年金

再加入者平均標準報
酬

厚生年金 被保険者種別・年齢別　被保険者数（平成13年度
末）

標準報酬指数 被保険者種別別に標準報酬指数を平成13年
度末の年齢別被保険者数により加重平均した
ものが平成13年度末の標準報酬月額の平均
の水準となるように設定

当年度中に新規加入または再加
入する者の標準報酬額を推計

毎年度、賃金上昇率で改定

国共済
地共済
私学共済
国民年金

新規加入者平均標準 厚生年金 再加入者平均標準報酬と同様
報酬 国共済 新規加入者発生割合と同様

地共済
私学共済
国民年金

年金停止率 厚生年金
(60～64
歳）

被保険者種別・老齢通老別・年齢別　老齢在職年
金受給権者年金額（平成13年度末）
被保険者種別・老齢通老別・年齢別　老齢在職年
金受給者年金額（平成13年度末）

被保険者種別・在老通老別・年齢別に年金受
給者年金額を年金受給権者年金額で除した
ものに、一律２割カット廃止に伴う影響を織り
込んで設定

各年度末の在職老齢年金受給権
者の年金額に乗じることにより、支
給停止される部分を除いた年金額
を推計

定額部分の支給開始年齢の引き上げられ
るコーホートについてはその影響を織り込
んで設定
平成16年度までは一律２割カット廃止に伴
う影響を織り込んでいない

(65～69歳） 老齢通老別・年齢別　老齢在職年金受給権者年金
額（平成14年度末・一般男子及び船員）
老齢通老別・年齢別　老齢在職年金受給者年金額
（平成14年度末・一般男子及び船員）
年齢別・標準報酬階級別　被保険者数（平成14年
度末・女子）
被保険者種別　平均年金額（平成13年度末・女子）

一般男子及び船員については、65歳の年金
受給者年金額を年金受給権者年金額で除し
て設定
女子については、平均年金額と、65～69歳の
標準報酬月額の分布を比較して設定

各年度末の在職老齢年金受給権
者の年金額に乗じることにより、支
給停止される部分を除いた年金額
を推計

平成14年度に65歳となるコーホートから適
用

(70歳以上） 被保険者種別　平均年金額（平成13年度末） 健康保険被保険者実態調査（平
成13年）

平均年金額と、健康保険被保険者実態調査
における70歳以上の標準報酬月額の分布を
比較して設定

各年度末の在職老齢年金受給権
者の年金額に乗じることにより、支
給停止される部分を除いた年金額

平成19年度に70歳となるコーホートから適
用

国共済 年金受給権者統計  （使用年度：平成15年度） 年金停止額を年金総額で除して作成。一律２
割カットは廃止に伴う影響を折込んだ。

総給付費に停止率を乗じて算出 支給開始年齢の引上げによる停止額の影
響を折込んで設定

前回財政再計算使用年
度：平成10年度

地共済
私学共済 平成15年度末

全数統計
退職共済年金の60歳から64歳までの年度末
実績における停止額を年金額で除して算出

退職共済年金の60歳から64歳ま
での発生者年金額に乗じ、雇用保
険による停止額を算出

国民年金
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ア．元となる統計 イ．基礎率設定の際に使用した
他のデータ

ウ．設定方法 エ．推計における使用方法 オ．年度等により用いる率を変えている場
合、その方法

カ．前回との変更点

2号、3号対象者調整率 厚生年金
国共済
地共済
私学共済 年齢別　加入者数　全数統計

３号被保険者数
平成15年度

有３号率 初任年齢に加入年数を加えて年齢を算定し、
この年齢が20歳以上60歳未満である加入者を
２号被保険者とみなしているが、この初任年齢
に幅があることから、実績の２号被保険者数と
乖離が生じる。この乖離を２号対象者調整率
により補整している。また、20歳以上60歳未満
の２号被保険者が3号被保険者を有すると仮
定して計算を行っているが、実際には60歳以
上65歳未満の２号被保険者が３号被保険者を
有する場合もあるため、３号被保険者数が実
績値と乖離する。この乖離を３号対象者調整
率により補整している。

年次別に20歳以上60歳未満の加
入者数に対して２号対象者調整率
を乗じて第２号被保険者数を算
出。この第２号被保険者数に対し
て有3号率及び３号対象者調整率
を乗じて第３号被保険者数を算出

性別に作成

国民年金
老齢年金繰上請求率 厚生年金

国共済
地共済
私学共済
国民年金 性別・年齢別　新規裁定老齢基礎年金受給権者数

（平成13年度）
新規裁定者の年齢構成により設定 老齢基礎年金受給待期者のうち

繰上げ請求する者を推計
繰上げ減額率の変更により、減額率の変
更割合に応じて請求割合が変化すると設

国民年金保険料の納
付率

厚生年金

国共済
地共済
私学共済
国民年金 年齢別　納付率　（平成14年度） 平成14年度実績を基に年齢別に設定 国民年金第１号被保険者の保険

料納付者数を推計する。
平成19年度に向けて線形的に納付率を
80％となるように設定

目標納付率に基づいて
設定

国民年金保険料の免
除率

厚生年金

国共済
地共済
私学共済
国民年金 免除率　（平成14年度） 国民年金被保険者実態調査報

告（平成14年）の特別集計
平成14年度実績を基に設定 国民年金第１号被保険者の保険

料免除者を推計する。
免除基準の見直しに伴う免除率の変化は
国民年金被保険者実態調査に基づき設
定。
多段階免除導入に伴い、４分の３免除、半
額免除、４分の１免除割合は多段階免除
導入前の半額免除割合の半分と設定
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３．将来見通しの計算過程（アルゴリズム） 

 

 各制度とも、これまでみてきた基礎数、基礎率を用いて財政再計算を行っているが、

ここでは、その計算過程について、観察する。 

 

①将来推計の全体構造 

 

 各制度の全体構造のフローチャートが図表 5-3-1 である。いずれの制度についても、

前年度までの推計値（初期値として基礎数を投入する。）に基づき、当年度の推計値を順

次推計している。推計方法についてみると、厚生年金、国共済では①被保険者（被保険

者数、報酬総額等）及び受給待期者（待期者数、報酬総額等）の推計→②新規裁定年金

（新規裁定者数、新規裁定年金額等）の推計→③受給者数、年金額の推計の順に行って

いるが、地共済、私学共済では、①被保険者（被保険者数、報酬総額等）の作成→②受

給待期者（待期者数、報酬総額等）、新規裁定年金（新規裁定者数、新規裁定年金額等）

の推計→③受給者数、年金額の推計の順に行っており、待期者の取扱いが異なっている。 

これは、厚生年金、国共済では待期者について標準報酬を基に推計しているのに対し、

地共済、私学共済では、年金額を基に推計していることによる。厚生年金では、再加入

者を推計に入れているため、年金額では計算できず標準報酬を基に推計している。共済

年金では、制度をいったん退職し、再度加入するケースがまれであることから再加入者

を見込んでおらず、待期者について、計算上年金を裁定したとみなして推計している。 

 

 

②年次別推計方法の詳細 

 ここでは、重要である事項について算定式を検証するが、算定式の概略を図表 5-3-2

に掲げてある。算定式に関心のある方はこちらも参考にされたい。 
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(図表 5-3-1-1) 厚生年金、国民年金の将来推計の全体構造（概要）

被保険者数の将来推計
（制度別）

給付水準調整を行わない場合の
給付費等の推計（制度別）

　　　　　※　経済基調の変化

　　　　　※　人口構造の変化

　　　　　※　労働力率の変化

給付水準調整を行わない場合の
基礎年金拠出金の推計（制度別）

スライド調整率の計算

給付水準調整期間
及び給付水準の推計

財政見通しの作成
（厚生年金・国民年金）

労働力率の見通し
（H14.7）

将来推計人口
（H14.1）

被保険者データ
（実績）

将来の被保険者数

被保険者や受給者の
動向に関する基礎率

受給者データ
（実績）

制度内容
（法律等）

賃金上昇率
物価上昇率

厚生年金の
将来の報酬総額

給付水準調整を行わない場合の
２階部分の将来の給付費等

給付水準調整を行わない場合の
将来の基礎年金給付費

将来のスライド調整率
給付水準調整を行わない場合の

将来の基礎年金拠出金

給付水準調整期間及び
給付水準調整割合

運用利回り

積立金の初期値

各年度の
保険料（率）

財政見通し
（厚生年金・国民年金）
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(図表 5-3-1-2) 国共済の将来推計の全体構造 （概要）

（計算時点） 年齢別・期間別 年齢別・期間別
計算基礎数 組　　合　　員 待　　期　　者

（前年度末） 組　　合　　員 待　　期　　者

人 年　齢 標
加　入
期　間

全標 人 年　齢 標
加　入
期　間

全標

年　齢　別
新　規　加　入

人 年　齢 標
総脱退率

加入
○

総　脱　退　者

普　通　脱　退

全　標　増

以上
６５歳

ベース・アップ 　　未満 以上
６５歳

　　未満
○

組　　合　　員 待　　期　　者

（今年度末）
人 年　齢 標

加　入
期　間

全標 人 年　齢 標
加　入
期　間

全標

（注）１．標　は、標準報酬額、　全標　は、全期間の平均標準報酬額
　　　２．昭和３６年４月１日以前に生れた者については、６５歳未満でも経過的に給付

標準報酬指数
年 齢 増
加 入 期 間 増

人 年　齢 標
加　入
期 間

全標

年齢別・裁定年度別 同左 同左
退　職　給　付 障　害　給　付 遺　族　給　付

退　職　給　付 障　害　給　付 遺　族　給　付

人 年　齢 年金額
加　入
期 間

全標 同左 同左

スライド スライド スライド

障害共済年金者発生力 死　力

障害脱退 死亡脱退

有遺族率
無

   　年金額裁定 遺族
退職共済（退職） 裁定 障害共済（障害）

  　 年金額裁定 年金者失権率 年金者失権率 　有 ○
裁定

○ ○
失権 失権

有遺族率 有遺族率
　有 　有 遺族共済（遺族）

遺族 遺族 年金額裁定 年金者失権率

無 無 裁定
失権

○ ○

退　職　給　付 障　害　給　付 遺　族　給　付

人 年　齢 年金額
加　入
期 間

全標 同左 同左

される。

同左同左
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(図表 5-3-1-3) 地共済の将来推計の全体構造（概要） 

 

 
 
 
 
 
 
 

組 合 員 

組 合 員 

年 金 待 機 者 

年 金 待 機 者 

退職共済年金

退職共済年金

障害共済年金 

障害共済年金 

遺族共済年金

遺族共済年金

新 規 加 入 者 

脱 退 者

普通退職者 

支 給 開 始 

年 齢 未 満 

年 金 額 計 算 

普通退職者

支 給 開 始

年 齢 以 上

年 金 額 計 算

障害退職者

年 金 額 計 算

死亡退職者

年 金 額 計 算

失 権 者 失 権 者 失 権 者 

失 権 者

総脱退率→ 
障害発生力

↓ 

在 職 死 力 

↓ 

失権率→ 失権率→ 失権率→

失権率→

↑ 

有 遺 族 率 

←年金額改定 ←年金額改定 ←年金額改定 ←年金額改定

前年度末 

今年度末 

・組合員数 

・総報酬額 

など 

・年金待機者数 

など 

・受給者数 

・年金額 

・給付額 など 

・受給者数 

・年金額 

・給付額 など 

・受給者数 

・年金額 

・給付額 など 

 

給与改定 → 

 

有遺族率→ 
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